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(57)【要約】
【課題】袖の構造体において、複数の生地を配置させて
縫製することにより、保温性を高める以外の便利な用途
をもつ機能を、簡易に費用をかけずに付加する。
【解決手段】少なくとも着用者の腕部を覆う長さを有し
、上袖（１）、下袖（２）、大袖部材（３）、小袖部材
（４）、を縫着して形成する袖の構造体において、
　上袖（１）の下に下袖（２）を重ねて、上袖元（１２
）と下袖元（２２）が一致するように上袖（１）と下袖
（２）の左右の側部同士を縫着し、
上袖（１）の下に大袖部材（３）を重ねて、上袖口（１
１）と大袖部材袖口（３１）とが一致するように、上袖
（１）と大袖部材（３）の左右の側部同士を縫着し、
　大袖部材（３）の下に小袖部材（４）を重ねて、大袖
部材袖口（３１）と小袖部材袖口（４１）とを縫着し、
かつ大袖部材袖口（３１）と小袖部材袖口（４１）の左
右の側部同士を縫着する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも着用者の腕部を覆う長さを有し、上袖（１）、下袖（２）、大袖部材（３）
、小袖部材（４）、を縫着して形成する袖の構造体において、
　上袖（１）の下に下袖（２）を重ねて、上袖元（１２）と下袖元（２２）が一致するよ
うに上袖（１）と下袖（２）の左右の側部同士を縫着し、
上袖（１）の下に大袖部材（３）を重ねて、上袖口（１１）と大袖部材袖口（３１）とが
一致するように、上袖（１）と大袖部材（３）の左右の側部同士を縫着し、
　大袖部材（３）の下に小袖部材（４）を重ねて、大袖部材袖口（３１）と小袖部材袖口
（４１）とを縫着し、かつ大袖部材袖口（３１）と小袖部材袖口（４１）の左右の側部同
士を縫着したことを特徴とする袖の構造体。
【請求項２】
　前記下袖（２）が、前記大袖部材（３）の下に重なるように、前記下袖口（２１）が大
袖部材上辺（３２）を、大袖部材袖口（３１）側に超えて長く形成されていることを特徴
とする請求項１に記載の袖の構造体。
【請求項３】
　前記小袖部材（４）が、前記下袖（２）の下に重なるように、小袖部材上辺（４２）が
、下袖口（２１）を、下袖元（２２）側に超えて長く形成されていることを特徴とする請
求項１又は２のいずれかに記載の袖の構造体。
【請求項４】
　前記下袖（２）が、前記大袖部材（３）の下に重なるように、前記下袖口（２１）が大
袖部材上辺（３２）を、大袖部材袖口（３１）側に超えて０．５～４ｃｍ長く形成されて
いることを特徴とする請求項２に記載の袖の構造体。
【請求項５】
　前記小袖部材（４）が、前記下袖（２）の下に重なるように、小袖部材上辺（４２）が
、下袖元（２２）側に超えて０．５～３ｃｍ長く形成されていることを特徴とする請求項
３に記載の袖の構造体。
【請求項６】
　補助部材（５）を、小袖部材４の上に重ねて、補助部材上辺（５２）と前記小袖部材上
辺（４２）、更には左右の側部同士を縫着したことを特徴とする請求項１～５のいずれか
１項に記載の袖の構造体。
【請求項７】
　補助部材（５）を、小袖部材上辺（４２）を所定の長さに折り返して、折り返し部分と
、折り返し部分の側部を縫製して形成したことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項
に記載の袖の構造体。
【請求項８】
　前記上袖（１）と前記小袖部材（４）の左右側部を、縫い縮めていることを特徴とする
請求項１～７のいずれか１項に記載の袖の構造体。
【請求項９】
　上記大袖部材（３）の長手方向の平均長さが、８～１５ｃｍである請求項１～８のいず
れか１項に記載の袖の構造体。
【請求項１０】
　上記小袖部材（４）の長手方向の平均長さが、７～１４ｃｍである請求項１～９のいず
れか１項に記載の袖の構造体。
【請求項１１】
　上記補助部材（５）の袖方向の平均長さが、３～７ｃｍである請求項１～１０のいずれ
か１項に記載の袖の構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、少なくとも着用者の腕部を覆う長さを有する袖の構造体に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、気温が低い環境下で、手袋を使わずに手元を保温するために、上衣の袖口を
引き伸ばして手元を収納することが行われていた。そこで、袖口の構造や形状を工夫し、
手元を保温する上衣について、従来より提案されている。例えば特許文献１には、手袋体
を衣服体の袖部に沿設状態に設けた収納袋部に出し入れ自在に収納する構成とすることで
、手袋体不使用時（収納時）の体裁も良好となる手袋付衣服について開示されている。
　また特許文献２には、袖口及び裾口部に袋状部を設け、表裏反転させて被覆する事によ
り手足を保温できる乳幼児用衣服について開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２２６１８５号公報
【特許文献２】登録実用新案第３１０５０８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１では、手袋体を収納袋部に収納させるが、手袋体を別途費用と手間
をかけて作成する必要があり、さらには収納部には手袋体のみならず、他の用品を収納し
たり、保温性を高めるために携帯用カイロ等を収納することが開示されているが、収納で
きる物品に限りがあった。
　また、特許文献２では、袖口及び裾口部の袋状部を表裏反転させて被覆し、手足を保温
できるが、袋状部とその付近の構造におけるその他の活用用途については言及されていな
い。
【０００５】
　本発明は、上記従来の課題を解決するため、袖の構造体において、複数の生地を配置さ
せて縫製することにより、保温性を高める以外の便利な用途をもつ機能を、簡易に費用を
かけずに実現させるものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の袖の構造体は、少なくとも着用者の腕部を覆う長さを有する袖の構造体であり
、
上袖１、下袖２、大袖部材３、小袖部材４、を縫着して形成し、
　上袖１の下に下袖２を重ねて、上袖元１２と下袖元２２が一致するように上袖１と下袖
２の左右の側部同士を縫着し、
上袖１の下に大袖部材３を重ねて、上袖口１１と大袖部材袖口３１が一致するように、左
右の側部同士を縫着し、
　大袖部材３の下に小袖部材４を重ねて、大袖部材袖口３１と小袖部材袖口４１、更には
左右の側部同士を縫着したことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の袖の構造体は、着用者の腕部を覆う長さを有する袖の構造体であって、複数の
生地を配置させて縫製することにより、保温性を高めるための手袋としての機能を、指の
出し入れ等の機能でさらに充実させ、それ以外の小物を収納したり、袖部分もしくは衣服
本体までも収納する等の機能を、簡易な構造で費用をかけずに実現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１Ａは、本発明の袖の構造体１０の一実施態様であり、袖を下側から見た場合
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を示した図であり、図１Ｂは、図１Ａを横から見た場合の各生地の構成を示す断面図であ
る。
【図２】図２Ａは、本発明における袖の構造体の上袖１のパターンを表した図であり、図
２Ｂは、下袖２のパターンを表した図であり、図２Ｃは、大袖部材３のパターンを表した
図であり、図２Ｄは、小袖部材４のパターンを表した図であり、図２Ｅは、補助部材５の
パターンを表した図である。
【図３】図３Ａは、本発明における袖の構造体を、そのまま手元を外に出して着用した、
使用方法１を示す図である。図３Ｂは、大袖部材上辺３２と下袖口２１との間に設けられ
た隙間、更には小袖部材上辺４２と下袖口２１との間に設けられた隙間から指を出して着
用した、使用方法２を示す図である。図３Ｃは、図３Ｂにおける小袖部材上辺４２を手先
方向に折り返して、同時に大袖部材３と上袖１を裏返し、大袖部材３と上袖１が形成する
第一袋部６１に指先を入れて着用した、使用方法３を示す図である。図３Ｄは、大袖部材
３と小袖部材４が形成する第二袋部６２に小物を入れて収納する使用方法４を示す図であ
る。図３Ｅは、図３Ｃにおける第一袋部６１と、第一袋部６１を形成したときに上袖１と
小袖部材４にて同時に形成される第三袋部６３と本発明における各々の袖、袖部材を含め
、衣服本体までも収納する使用方法５を示す図である。
【図４】図４は、本発明における袖の構造体において、図３Ｃにおける第一袋部６１と、
第一袋部６１を形成したときに同時に形成される第三袋部６３を横から見た場合の各生地
の構成を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　従来までの袖の構造体は、手袋等を使用せずに手元の保温機能を実現するために、袖口
に別部材や袋状部材を設けることで、その効果を得ていたが、本発明における袖の構造体
は、簡単な部材と構造で手元の保温機能に加え、付加的な使用方法を提供することができ
る。
【００１０】
　上記手元の保温機能とは、具体的には、袖部と袖部材を組み合わせて、袖部材を折り返
して袋状部を形成し、手袋として使用する機能をいう。
【００１１】
　上記付加的な使用方法とは、具体的には、袖部と袖部材を組み合わせることにより、親
指等を出し入れすることが可能になり、指を使った作業をしやすくしたり、
また、上記袋状部が設けられることで、その部分に小物を収納したり、
更には、上記袋状部に袖を含め衣服本体までもを収納し、
更には、補助部材を組み合わせることで、上記付加的な機能を使用しやすくするものをい
う。
【００１２】
　以下、図面に基づいて、本発明の袖の構造体について説明する。
【００１３】
　図１Ａは、本発明の袖の構造体１０の一実施態様であり、袖を下側から見た場合を示し
た図である。
　図１Ｂは、図１Ａを横から見た場合の各生地の構成を示す断面図である。本発明の袖の
構造体１０は、上袖１、下袖２、大袖部材３、小袖部材４、及び補助部材５からなる。図
１Ａ、及び図１Ｂにおいて、重なる各部材の端部については、破線にて示している。また
、図１Ｂ中、黒丸は生地の縫着部を表している。
　上袖１、下袖２は、上下に構成された袖の構造体１０を主として構成する部材である。
　大袖部材３は、下袖２の袖口側に配置し、袖口までの下袖２の足りない部分の袖を補い
、さらには小袖部材４の袖口と側部同士を縫着することで形成される手袋や小物の収納部
、袖または衣服全体を収納する袋部を形成する目的で配置する部材である。
　小袖部材４は、上記大袖部材３と対となり、上記のとおり大袖部材３の外側に配置し、
袖口と側部同士を縫着することで、袋部を形成する目的で配置する部材である。
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　補助部材５は、上記小袖部材４の上辺に配置し、上辺と側部同士を縫着することで、上
記手袋をフィットさせる目的でに引き上げるつまみにしたり、袋部に小物をいれる場合の
ストッパーにしたり、袖または衣服全体を収納する袋部の蓋を構成する目的で配置する部
材である。
【００１４】
　図２Ａは本発明における袖の構造体１０の上袖１、図２Ｂは下袖２、図２Ｃは大袖部材
３、図２Ｄは小袖部材４、図２Ｅは補助部材５のパターンを表した図である。
　下袖２は、上袖１よりも長手方向に短く、上袖１と袖元で位置合わせをした際に、下袖
口２１が上袖口１１よりも袖元側に位置する。
　上袖１と下袖２の各々袖口と、大袖部材３、及び小袖部材４とは、略同一幅である。
　大袖部材３、小袖部材４の長さは任意とすることができるが、本実施の形態では大袖部
材３が小袖部材４よりも長く、下袖２の上に重なり、下袖口２１を袖元側へ越えて長くな
るように形成している。
　大袖部材４は下袖２の下に重なり、下袖口２１を袖元側へ越えて長くなるように形成し
ている。
【００１５】
　図１Ａ、Ｂに示すように、本発明の袖の構造体１０の一実施態様は、上袖１の下に下袖
２を重ねて、上袖元１２と下袖元２２とが一致するように上袖１と下袖２の左右の側部同
士を縫着し、
　上袖１の下に大袖部材３を重ねて、上袖口１１と大袖部材袖口３１が一致するように、
左右の側部同士を縫着することで、本発明の袖構造１０の袖元と袖口とを連通する筒状空
隙が形成され、
　小袖部材４の下に大袖部材３を重ねて、大袖部材袖口３１と小袖部材袖口４１、更には
左右の側部同士を縫着することで、大袖部材袖口３１と小袖部材４１を底面とする第二袋
部６２が形成され、
補助部材５を、小袖部材４の上に重ねて、補助部材上辺５２と小袖部材上辺４２、更には
左右の側部同士を縫着し、
　上袖１と小袖部材４の左右側部は、大きめに作成して縫い縮めて、構成されている。
【００１６】
　上記本発明の袖の構造体１０の作成方法の一例としては、下記の通りであるが、下記の
作成方法に限定されない。
　補助部材５を、小袖部材４の上に重ねて、補助部材上辺５２と大袖部材上辺４２を縫着
し上袖１と小袖部材４の左右側部を、大きめに作成して縫い縮め、
　上袖１、大袖部材３、前記補助部材５を縫着した小袖部材４、下袖部材２を上から各々
の袖口を重ねて、側部のみを同時に縫製している。
また、ここでは同時に縫製を行っているが、上記各部材の縫製を別々に行っても良い。
【００１７】
　図３Ａは、本発明における袖の構造体１０を、そのまま手元を外に出して着用した、使
用方法１を示す図である。
【００１８】
　図３Ｂは、本発明における袖の構造体１０を、大袖部材上辺３２と下袖口２１との間に
設けられた隙間、更には小袖部材上辺４２と下袖口２１との間に設けられた隙間から指を
出して着用した、使用方法２を示す図である。このように指を出して使用することで、指
先以外の部分を保温しながら、指先を使った作業が容易になる。上記隙間から出す指とし
ては、親指が一般的であり、袖口から出した他の指と同時に作業することを容易にするが
、特に親指に限定されない。
【００１９】
　図３Ｃは、本発明における袖の構造体１０を、図３Ｂにおける小袖部材上辺４２を手先
方向に折り返して、連動する大袖部材３と上袖１も含めて裏返し、大袖部材３と上袖１が
形成する第一袋部６１に指先を入れて着用した、使用方法３を示す図である。



(6) JP 2016-125175 A 2016.7.11

10

20

30

40

50

　また、図３Ｃを横から見た場合の各生地の構成を示す断面図を、図４に示している。こ
こで図４中、黒丸は生地の縫着部を表している。このように使用することで、指先を完全
に覆うことができる保温もしくは防護目的の手袋となり、さらには大袖部材上辺３２と下
袖口２１との間に設けられた隙間から指を出すことにより、温まりすぎた第一袋部６１内
もしくは袖、衣服本体に空気を導入することが可能になり、衣服内の温度を下げることが
可能になる。もしくは親指等を出すことにより、指先を使った作業が容易に行うことがで
きる。ここで隙間から出す指についてはどの指でも任意であり、特に親指に限定されない
。
【００２０】
　図３Ｄは、本発明における袖の構造体１０において、大袖部材３と小袖部材４が形成す
る第二袋部６２に小物を入れて収納する使用方法４を示す図である。このように第二袋部
６２に小物を入れて収納することで、カイロを入れて手元をさらに温めたり、運動時には
タオルを入れて、汗をかいた場合に手早くタオルにてふき取ることが可能となる。このよ
うに第二袋部６２に小物を入れることについては、上記カイロやタオルに限定されず、任
意に選択できる。
【００２１】
　図３Ｅは、本発明における袖の構造体１０において、図３Ｃにおける第一袋部６１と、
第一袋部６１を形成したときに上袖１と小袖部材４にて同時に形成される第三袋部６３と
本発明における各々の袖、袖部材を含め、衣服本体までも収納する使用方法５を示す図で
ある。
　図３Ｃにおける第一袋部６１を形成する際には、図４に示すように、第三袋部６３が同
時に形成されることになる。この第一袋部６１と第三袋部６３を一つの袋体とすると、い
ずれか一方の袋体では収納することが困難な袖、更には衣服本体を収納することを容易に
する。
【００２２】
　次に、図１Ｂに示すように下袖２が、大袖部材３の下に重なるように、下袖口２１が大
袖部材上辺３２を、大袖部材袖口３１側に超えて長く形成されていることが好ましい。
　このように形成されていることで図３Ｄに示す第二袋部６２に小物を入れて収納する使
用方法４において、大袖部材上辺３２に小物が引っ掛からずに、スムーズに小物を入れる
ことが可能となる。
【００２３】
　又、下袖口２１は大袖部材上辺３２を、大袖部材袖口３１側に超えて０．５～４ｃｍ長
く形成されていることが好ましい。０．５ｃｍより短く形成されると、図３Ｄに示す使用
方法４において、大袖部材上辺３２に小物が引っ掛かる可能性が増すからである。また、
４ｃｍより長く形成されると、図３Ｂに示す使用方法２において、親指等を出す時に、下
袖口２１が邪魔になることがあり、親指等を出す動作が困難になる。
【００２４】
　次に、図１Ｂに示すように小袖部材４が、下袖２の下に重なるように、小袖部材上辺４
２が、下袖口２１を、下袖元２２側に超えて長く形成されていることが好ましい。
　このように形成されていることで図３Ａに示す通常使用である使用方法１において、下
袖口２１と小袖部材上辺４２間に形成された隙間から、運動時等に進行方向に対して風を
受けずに、袖部もしくは衣服全体内部の温度低下を防止することができる。
　さらには、図３Ｂに示す使用方法２において、親指等を出す時に、小袖部材上辺４２が
蓋となり、余分な風を入れることがない。
　さらには、図３Ｄに示す使用方法４において、第二袋部６２の上辺である小袖部材上辺
４２が小物を受け入れる形状となるため、小袖部材上辺４２を無理に開かずともスムーズ
に小物を入れることが可能となる。
【００２５】
　又、小袖部材上辺４２が、下袖口２１を、下袖元２２側に超えて０．５～３ｃｍ長く形
成されていることが好ましい。０．５ｃｍより短く形成されると、図３Ｄに示す使用方法
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４において、第二袋部６２の上辺である小袖部材上辺４２を開くときに下袖口２１が邪魔
になることがあり、第二袋部６２の上辺をスムーズに開くことができない。また、３ｃｍ
より長く形成されると、図３Ｂに示す使用方法２において、親指等を出す時に、小袖部材
上辺４２が邪魔になり、親指等を出す動作が困難になる。
【００２６】
　次に、図１Ａ、Ｂに示すように、補助部材５を、小袖部材４の上に重ねて、補助部材上
辺５２と小袖部材上辺４２、更には左右の側部同士を縫着することが好ましい。
補助部材５については、小袖部材上辺４２を所定の長さに折り返して、折り返し部分を縫
製して形成しても良い。
　このように形成されていることで、図３Ｄに示す使用方法４において、補助部材５が第
二袋部６２に小物を入れる際のつまみになり、第二袋部６２の上辺を引き上げたり、開い
たりする際の操作性が良好となる。また、第二袋部６２に小物を入れる際、補助部材５と
小袖部材４の間に小物を入れるようにすれば、激しい動作にて腕を振ったときにも、小物
が脱落しないストッパーの役割となる。
　さらには、図３Ｃに示す使用方法３において、補助部材５が第一袋部６１に連結する第
三袋部６３の上端のつまみとなり、第一袋部６１に入れた手元のフィット感を調節するこ
とが容易になる。
　さらには、図３Ｅに示す使用方法５において、第一袋部６１、第三袋部６３に袖、衣服
本体を収納する際に、折り返して蓋にすることが出来、収納した袖部、衣服本体が袋から
脱落することを防止できる。
【００２７】
　又、上袖１と小袖部材４の左右側部は、大きめに作成し、縫い縮めて縫製されているこ
とが好ましい。
　このように形成することで、図３Ｄにおける使用方法４において、第二袋部６２が長手
方向の中央部が幅方向に長い立体形状に形成されることで、入れられる小物の大きさの許
容範囲を大きくすることができ、第二袋部６２の入り口が狭く形成されていることで、激
しい動作にて腕を振ったときにも入れた小物が脱落しにくくなる。
　さらには、図３Ｅにおける使用方法５において、第一袋部６１、第三袋部６３が長手方
向の中央部が幅方向に長い立体形状に形成されることで、袖部、衣服本体部を入れられる
大きさの許容範囲を大きくすることができ、ある程度嵩があり、こわばった素材で作成さ
れていても収納することが可能となる。
　尚、縫い縮める場合は、小袖部材４にて縫い縮め分量を２５～５０％とすることが好ま
しく、縫い縮め分量２５～５０％とは、小袖部材４の元の左右側部長さより、２５～５０
％の長さを縫い縮めることをいう。また、上袖１の縫い縮め分量は、小袖部材４の縫い縮
め分量に合わせることでよい。
　この範囲であれば、第二袋部６２、第三袋部６３に収納される小物や、収納した袖部、
衣服本体部の大きさに好適である。　
　さらに、ここでいう縫い縮めとは、ギャザー、タック、ダーツ、プリーツ等の縫製技術
を指し、特定の技術に限定されない。
【００２８】
　次に、大袖部材３の長手方向の平均長さは、８～１５ｃｍであることが好ましい。この
長さはサイズ展開や性別、子供用など、様々なサイズに適合するように決定しており、最
小のサイズを想定した場合、８ｃｍより短くなると、図３Ｂにおける使用方法２、もしく
は図３Ｃにおける使用方法３において、特に親指を出そうとしたときに、適切に出せない
ことになる。
　さらに図３Ｃにおける使用方法３において、第一袋部６１が手のサイズに合わず、きつ
く感じることになる。
　また最大のサイズを想定した場合、１５ｃｍより長く形成されても、上記図３Ｂにおけ
る使用方法２、もしくは図３Ｃにおける使用方法３において、親指の位置が同様に適切で
ないこととなり、図３Ｃにおける使用方法３において、第一袋部６１が手のサイズに合わ
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ず、大きすぎて違和感を生むこととなる。
【００２９】
　次に、小袖部材４の長手方向の平均長さが、７～１４ｃｍであることが好ましい。この
長さは大袖部材３と同様、様々なサイズに適合するように決定しており、最小のサイズを
想定した場合、７ｃｍより短くなると、図３Ｂにおける使用方法２において、特に親指を
出そうとしたときに、適切に出せないことになる。また図３Ｄにおける使用方法３におい
て、入れられる小物の大きさの許容量が小さくなりすぎる。
また最大のサイズを想定した場合、１４ｃｍより長く形成されても、図３Ｂにおける使用
方法２において、同様に親指の位置が適切でないこととなる。
　また、左右の側部を縫い縮める場合は、縫い縮め分量が２５％であれば、小袖部材４の
長手方向の平均長さが、１０～１９ｃｍに、縫い縮め分量が５０％であれば、小袖部材４
の長手方向の平均長さが１４～２８ｃｍとなるように追加することとなる。
【００３０】
　次に、上記補助部材５の袖（上下）方向の平均長さが、３～７ｃｍであることが好まし
い。３ｃｍより短くなると、図３Ｄにおける使用方法４において、小物のストッパーの役
目を十分に果たさない。また、図３Ｅにおける使用方法５において、第一袋部６１、第三
袋部６３の蓋の役割を十分に果たさない。
　さらに、７ｃｍより長くなると、図３Ｄにおける使用方法４において、小物のストッパ
ーの役目を果たすが、小物を取り出しにくくなる。また、図３Ｅにおける使用方法５にお
いて、第一袋部６１、第三袋部６３の蓋の役割は果たすが、袋部から蓋を外す際に、外し
にくくなる。そしてコストが増大する。
【００３１】
　また、本発明の袖の構造体１０を構成する部材の各々の袖口、上辺については、縁止め
として、別途長方形の生地を短辺の中央で折り返して縫製し、部材の袖口、上辺の生地の
ほつれを防いだり、意匠性を高めることが好ましい。さらには、伸縮性のある生地を用い
、各々の袖口から出した手首や、上辺から出した指へフィットさせることが好ましい。
　縁止めを用いる場合は、本発明の衣服の袖構造１０を形成する各々袖部、袖部材を形成
する長手方向の生地長さは、縁止めを含めた長さとする。
　また、縁止め部材を折り返して縫製した片側の上下方向の幅は、１～２ｃｍ程度が好ま
しいが、特に限定はされない。
【００３２】
　本発明の袖の構造体１０を形成する各々袖部、袖部材を形成する生地については、同じ
でも良いし、異なっていても良い。素材については、特に限定されないが、ポリエステル
が好適であり、布帛素材のみの構成の場合、袖単体の質量としては１２ｇ～１５ｇ程度と
なり、衣服全体としては８５～１００ｇ程度となる。
　また、ニット素材のみの構成の場合は、袖単体の質量としては１７～２０ｇ程度となり
、衣服全体としては１３０～１５０ｇ程度となる。
　上記生地を構成する繊維としては、特に限定されず、ポリエステル繊維であれば、例え
ばポリエチレンテレフタレート、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフ
タレートなど、その他にはポリウレタン繊維、ポリアミド繊維、アセテート繊維、コット
ン繊維、レーヨン繊維、エチレンビニルアルコール繊維、ナイロン繊維などを用いること
ができる。
【産業上の利用可能性】
【００３３】
　本発明の袖の構造体は、登山、トレッキング、ハイキング、スキー、スノーボード、ス
ケート、野球、ゴルフ、ホッケー、サッカー、ジョギング、マラソン、テニス、バドミン
トン、スカッシュ、卓球などあらゆるスポーツにおける衣服に好適であるほか、一般の衣
服にも有用である。
【００３４】
　又、本発明が適用可能な袖の構造体の種類としては、ティーシャツ、ポロシャツ、ウイ
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ンドブレーカー、ウォームアップ、ブルゾン、レインウェア等が挙げられ、さらには袖単
体で使用するアームウォーマーや簡易な手袋構造体等も挙げられる。
【符号の説明】
【００３５】
　１　上袖
　２　下袖
　３　大袖部材
　４　小袖部材
　５　補助部材
１０　袖の構造体
１１　上袖口
１２　上袖元
２１　下袖口
２２　下袖元
３１　大袖部材袖口
３２　大袖部材上辺
４１　小袖部材袖口
４２　小袖部材上辺
５１　補助部材下辺
５２　補助部材上辺
６１　第一袋部
６２　第二袋部
６３　第三袋部

【図１】 【図２】
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